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平成２９年１０月１１日 

第９１回管理運営問題部会 議事録 

 

開催日時 ２０１７年９月２３日（土）  １４：００~１６：００ 

開催場所 ブリリア多摩センター 集会室 

出席者（敬称略・順不同）     常光、小川、内多、小幡、井口 

  以上５名     

司会者  常光部会長  

 

議 題  

１）マンション法（区分所有法）の読込み 

・第２３条「分離処分の無効の主張への制限」（担当 小川氏） 

  

２）その他 

 

資 料 ・「マンション法の解説 ―区分所有法―」 （各自が準備） 

・「マンション管理基本法令集」       （各自が準備） 

・補足資料「民法上の物権：本権と占有権」 （提供 小川氏） 

・補足資料「土地の権利」 （提供 小川氏） 

 

議事に入る前に、建替えについて部会長より説明があった。 

・松が谷地域において新たな建替えが検討されているようだとの話がある。２００戸以上の団地で、

実現すればニュータウン第 3番目の建替えとなる。 

・松が谷で現在建替え中の団地は元々等価交換方式でスタートした。現状は差金が２００万円～ 

８００万円＊必要との事。なお、２４０戸中１６０戸はデベロッパーが買い取るとの事。 

＊後日得た情報によると差金は平均８００万円との事（記録者追記） 

・建替えに関して、現住者の差金を無くすために既存戸数の 3倍程度の規模に拡大し、剰余戸（保

留床）の売上金に依存する方法が採られている。しかし、この方法は立地条件の良い場所でない

と成り立たず、駅より 15 分以上も離れている団地では実際問題として建替えは不可能となり、

高経年化とともに資産価値の低下はまぬかれない。（部会長、小幡氏、内多氏） 

・加えて、２０２２年問題というのがある。これは生産緑地（３０年間有効）指定の期限切れが２

２年に来るが、現在すでに実質的に農産物の生産とは程遠い使い方も多く、生産緑地として認め

られず（固定資産税の負担増加）、用途転換すなわち宅地化されて住宅の増加を来し、既存高経

年団地等の価格下落をもたらすことが予想される。 

 

議  事 

１）区分所有法第２３条 

「分離処分の無効の主張への制限」の第２３条を小川氏が条文を読上げの後、以下の説明があ

った。 



- 2 - 

 

①第２２条で専有部分と敷地利用権は分離して処分できないと規定している。しかし専有部分

の登記記録に敷地権の表示の登記がなされる以前に、専有部分あるいは敷地の持分権が別々

に処分されたとしても、買受人が善意の第３者である場合にはその処分の無効を主張できな

いとした。 

②補足説明として 

・別途配布資料「土地の権利」（末尾に掲載）に基づいて、土地の権利（所有権及び借地権）、

借地借家法、共同所有(共有、準共有等）、不動産登記法の説明があった。 

・関連して物権について、その体系と種類を別途配布資料「民法上の物権：本権と占有権」（末

尾に掲載）に基づき説明があった。 

物権には登記可のものと不可のものがある。可能な物件は所有権、地上権、永小作権、地役

権、先取特権、質権、抵当権であり、不可のものには入会権、留置権、占有権がある。 

 

２）ケーススタディ（部会長提出） 

・都心で敷地５００坪に分譲マンション（２０部屋）が建設されている。敷地の一部３０％は借

地となっていて、これについては地主と２０人の区分所有者がそれぞれ借地契約を結んでいた。 

・２０人のうちある１人が借地料を滞納し、滞納時一定期間経過後自動解約の契約であるため滞

納者（Ａさんとしておく）と地主の賃借契約は解除となった。 

・これを契機に地主は該当部分の土地(５００坪×０．３×１／２０）のみを第３者に売却して

しまった。 

・区分所有者（Ａさんを除く１９人）はこの第３者への売却（分離処分）は無効と訴えたが、判

決は有効とされた。 

・Ａさんを除く１９人は係争の結果、第３者の地主から当該部分の土地を買い戻した。 

・この買い戻し費用について、問題惹起の張本人であるＡさんが負担すれば収まるが、できない

場合（が多い）はさらに１９人対Ａさんとの問題として残る。 

 

専有部分と敷地の分離処分は禁止しているが、借地の場合は滞納が発端となり、法の隙が顕在化

する事態がある事例として討議のテーマに挙げた。（部会長） 

 

 

以上 

（記録 井口） 

 

次回 平成２９年１０月１５日（日）１４：００～１６：００ 

  場所 ブリリア多摩センター 集会室 
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【資料】 
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